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　名所江戸百景『飛鳥山北の眺望』は、浮世
絵師の歌川広重が安政３年（1856年）２月
から同５年（1858年）10月にかけて制作
した連作浮世絵名所絵の中の一つ。
　飛鳥山は徳川吉宗が享保の改革の一環とし
て整備・造成を行った公園として知られる。
開放時には、吉宗自ら飛鳥山に宴席を設け、
名所としてアピールを行った。
　現在も東京都内の桜の名所の１つとして多
くの人で賑わう。

「名所江戸百景　飛鳥山北の眺望」
作者：歌川広重

今号の表紙
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関係省へ要望活動を実施

　３月８日、厚生労働省、
国土交通省、総務省、経済
産業省に対し、2024年度
政府予算編成に対する要望
活動を実施。防災・減災、
国土強靭化の推進や、DXな
どの新技術活用の推進など
を求めた。

　３月８日、要望活動前に第173回理事会
を開催。2023年度の事業計画（案）と予
算（案）、役員・常設委員会委員の改選に
ついて審議した。

　３月１日、令和５年度上・工・下水道関係政府予算（案）を聞く会をウェブ
会議形式で開催した。テーマ・講師は下記の通り。

理事会を開催 令和５年度上・工・下水道関係政府予算（案）を聞く会

「水道（上・工・下） 
産業界の要望」を伝える

「水道関係予算案」
友永　　悟　
厚生労働省医薬・生活衛生局水道課課長補佐

「工業用水関連予算案」
下舘　拓章　
経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ 
地域産業基盤整備課課長補佐

「下水道事業予算案」
若公　崇敏　
国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課企画専門官

厚生労働省で名倉水道課長ら幹部と意見交換

友永課長補佐

総務省の馬場健・公営企業担当審議官に要
望書を手渡す木股会長

経済産業省の吉田健一郎・地域経済産業政策統括調整官 
に要望書を手渡す

国土交通省で松原下水道部長ら幹部に要望
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令和５年度事業計画（案）などについて審議 令和５年度予算（案）について審議

ISO ／ TC224の活動状況の報告などを実施研修会やホームぺージなどについて話し合った東京水道展開催などについて話し合った

第68回企画委員会� （２月16日） 第80回予算委員会� （２月21日）

第91回海外委員会�（３月28日）第14回技術情報委員会�（３月28日）第171回広報宣伝委員会�（３月15日）

各種委員会を開催

就任報告のため、当連合会を訪問した

News Flash
水インフラの素晴らしさを発信したい

2023ミス日本「水の天使」決定

　１月23日、第55回ミス日本コンテスト2023が開催
され、2023ミス日本『水の天使』に愛知県出身の 
竹
たけ

田
だ

聖
せい

彩
あ

さんが選ばれた。
　２月９日には協賛団体の１つである当連合会を表敬
訪問し、宮﨑専務理事に就任を報告した。

を支えた施設を訪ねて�〜静岡県沼津市・清水町〜水
シリーズ

（本文24頁）

泉水源地と柿田川柿田川湧水
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社会課題の解決に貢献し、 
魅力ある職業に

　この２年間、コロナ禍で協会活動も縮小せざるを得ない状況でしたが、ようやく対面
の活動も復活してきました。一方、Webの活用は、これまで支部単位で開催してきた研
修を全国展開できる、CPDの獲得機会が増えるなどのメリットも見えました。これを機
に、本部と支部との役割分担を見直したいと考えております。

　水道行政の大部分が国土交通省に移管されます。これまでの公衆衛生という役割に加
え、インフラとしての維持が目的ととらえています。協会の各社は、多くが水道、下水
道の両方に関係しており、これを機にシナジーが生まれるよう前向きに考えたいと思っ
ています。
　下水道についても、汚泥の全量肥料化が言われています。下水道には、公衆衛生とい
う役割に加え、その地域の資源であって、それを有効活用することが、SDGsやカーボ
ンニュートラルに貢献できます。

　水コン協のビジョン（AWSCJ　Vision2015-2025）では、「これからの上下水道サービ
スの担い手としての挑戦」をスローガンにしています。上下水道という大事なインフラ
を、後世に健全な状態で引き継いでいくため、我々自らが主体的に関わっていくという、
高い目標、使命を自らに課したものと思っています。
　これまでの調査計画や設計業務に加え、広域化や官民連携（ＰＰＰ）などで上下水道
の持続に貢献していきます。加えて、DX（デジタル・トランスフォーメーション）や
CN（カーボンニュートラル）など、新しい社会課題に対しても提案できる必要があり
ます。そのためには、まず会員自らが、DX（デジタル・トランスフォーメーション）
やCN（カーボンニュートラル）などの社会課題に向き合い、変化に適応できることを
示す必要があります。
　
　いうまでもなくコンサルタントは人材（財）が経営資産です。我々水コンサルタントが、
魅力的な職業であること、働きやすい就職先であることを社会に認知してもらう必要が
あります。これからは、これまで以上に、広報やPR活動にも力を入れていきます。
　水コンサルタントとして、社会課題の解決に貢献し、何年かたって、あの時が始まり
だったな、そんな年にしたいと思います。

全国上下水道コンサルタント協会　会長　　
　間山　一典
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改正水道法完全施行　 
水道施設台帳の作成・ 
保管義務と作成状況について

１．はじめに
　我が国の水道は、水道施設の老朽化の進行、
耐震化等災害対策の遅れ、多くの水道事業者
が小規模で経営基盤が脆弱、計画的な更新の
ための備えが不十分と言った課題に直面して
おり、将来にわたり安全な水の安定供給を維
持していくためには、水道の基盤強化を図る
ことが重要である。
　これらの課題への制度的対応として、2018
（平成30）年12月に水道の基盤強化を図るた
めの施策の拡充を内容とする「水道法の一部
を改正する法律案」（以下、改正水道法とい
う。）が成立した。
　主な改正内容としては、①広域連携の推進
（スケールメリットを活かして効率的な事業
運営が可能）、②適切な資産管理の推進（水
道施設の計画的な更新や耐震化を進める基
礎）、③多様な官民連携の推進（民間の技術
力や経営ノウハウを活用できる）の３点であ
り、そのうち、②については、以下の３項目
について定められている。
・水道施設の点検を含む維持・修繕の義務
・水道施設台帳の作成・保管の義務
・�水道施設の計画的な更新及び収支の見通し

の作成・公表の努力義務
　改正水道法は、2019（令和元）年10月１日
より施行されたが、水道施設台帳の作成・保
管義務については、2022（令和４）年10月１
日まで経過措置が設けられた。
　このたび、改正水道法が完全施行されたこ
とを踏まえ、本稿では、水道施設台帳の作成
保管義務と作成状況について主に述べる。

２．水道施設台帳の概要等
2.1　法令での規定事項
　水道施設の位置、構造、設置時期等の施設
管理上の基礎的事項を記載した水道施設台帳
を作成しておくことは、水道施設の適切な維持
管理・更新を行う上で必要不可欠であるととも
に、災害時等の危機管理体制の強化や、水道
事業者等の間での広域連携・官民連携を行う
ための基礎情報としても活用できるため、水道
法第22条の３では、水道事業者等に対し、水
道施設台帳の作成及び保管を義務づけている。
　また、水道法施行規則第17条の３では、台
帳の記載事項を定めるとともに、水道施設台
帳の記載事項に変更があったときは、速やか
に訂正しなければならないこととしている。

厚生労働省 医薬・生活衛生局
水道課 課長補佐　山下　　涼
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2.2　台帳活用に当たっての留意点
　水道施設台帳を活用するため、法令での規
定事項に加えて、以下の点に留意するとよい。
　施行規則に定める情報に加え、水道施設の
管理に活用できる情報（点検・修繕の記録、
工事図面、施設の写真など）も、水道施設台
帳として整備することで、情報が充実し、資
産管理の質を高めることができる。
　また、情報の活用や更新の効率化を図るた
め、水道施設台帳を電子化に努める。
　資産データの一部が欠損している場合は、
過去の工事記録の整理や認可（変更）申請書
に添付する図面及び工事設計書等の整理、現
地調査、他の社会資本（下水道、道路、電気
及びガス等）の整備状況や同種管路の普及時
期等から当該施設の設置年度等を推測するほ
か、過去に在籍した職員への聞き取り調査な
どにより、情報の補完に努める。
　災害時でも台帳が活用できるよう、分散保管
やバックアップ、電子媒体の場合は停電対策と
いった、危機管理対策を行う事が重要である。
　水道施設台帳の情報を固定資産台帳の情報
に整合させることにより、中長期的な更新需
要の算定の精度を向上させる事につながる。

2.3　水道施設台帳作成に向けた啓発・支援
　厚生労働省では、水道施設台帳の作成・保
管義務の施行に向け、これまで、都道府県や水
道事業者等に対して啓発や支援を行ってきた。
　まず、「水道法の一部改正に伴う水道施設
台帳の整備について」（2019（令和元）年９
月30日付水道課長通知）により、水道施設台
帳の整備完了期限や作成例を通知した。
　また、「水道施設台帳の整備の推進について」

（2021（令和３）年９月30日付事務連絡）、「水道
施設台帳の整備の推進について（再周知）」（2022
（令和４）年４月14日付事務連絡）及び「水道施
設台帳の整備に係る都道府県知事認可水道事
業者等への指導・監督について」（2022（令和４）
年７月19日付事務連絡）により、未作成水道事
業者等への期限までの水道施設台帳の作成完了
や都道府県の知事認可水道事業者への指導・
監督について、重ねて依頼・啓発してきた。
　また、2019（令和元）年11月に「簡易水道
等小規模水道における水道施設台帳作成の手
引き」（全国簡易水道協議会）が作成されて
おり、水道施設台帳作成の参考となることか
ら、併せて、これの周知も行った。
　加えて、水道事業の広域化支援の一環とし
て、水道施設台帳の作成に係る交付金による
財政支援を行った。

３．水道施設台帳の作成状況について
　水道施設台帳の作成・保管義務が2022（令
和４）年10月１日から施行されたことを受け、
水道施設台帳の作成状況の調査を行った。
　調査対象は全国の水道事業者（簡易水道事
業者を含む）及び水道用水供給事業者とした。
　調査の結果、水道施設台帳の作成率は2022
（令和４）年10月１日時点で、全体の約86%
となっており、513事業者が未策定であった。
　また、簡易水道事業を除く水道事業及び水
道用水供給事業では、約95％の事業者が作成
しているのに対し、簡易水道事業では約81％
の作成率であった（図－１）。
　2016（平成28）年12月の調査では、作成を
完了している事業者は約32％であったことか
ら、改正水道法に基づき、多くの水道事業者
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等が水道施設台帳の作成を行ったことがわか
る（図－２）。
　次に、都道府県別の水道施設台帳の未作成
事業者数を図－３に示す。
　14都道府県が水道施設台帳の作成を完了し
ていた。
　未作成となった理由については、作成は進
めているものの、施設が多く、施行までに作

成が間に合わなかった場合や、非公営の簡易
水道等で事業基盤が脆弱であり、作成が進ま
ないといった場合等が見受けられた。

４．未作成事業者への対応
　厚生労働省では、「水道施設台帳の作成状
況について」（2022（令和４）年10月３日付
水道課長通知）において、未作成水道事業者
等を公表するとともに、早急な水道施設台帳
の作成を依頼した。また、併せて、県に対し
て、認可権者として未作成の水道事業者等に
対する適切な指導・監督を依頼した。
　今後、大臣認可の水道施設台帳未策定事業
者に対し、水道法第39条に基づく立入検査等
を通じて、引き続き、水道施設台帳の作成に
ついてフォローアップしていく予定である。

図－３　都道府県別の水道施設台帳未作成事業者数

図－２　水道施設台帳の作成状況の推移

図－１　水道施設台帳の作成状況
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５．水道施設台帳の電子化について
　水道施設台帳の電子化は、情報の分析や
データ更新が容易となるなど、効果的かつ効
率的な資産管理につながるものである。また、
災害時に被災した水道施設の応急復旧が円滑
にできる等の観点から、国土強靱化年次計画
2021において2025（令和７）年度までに「水
道施設平面図のデジタル化率」を100%に引
き上げる目標が掲げられている。
　管路情報の電子化状況は、2022（令和４）
年３月の調査によると、上水道事業者等の約
93％がマッピングシステム等により管路情報
を管理していた（図－４）。
　厚生労働省では、水道事業者等が水道施設
台帳の電子化を検討するにあたって参考とな
るよう、2018（平成30）年５月に「簡易な水
道施設台帳の電子システム導入に関するガイ
ドライン」を作成している。
　また、水道事業の広域化支援の一環として、
水道施設台帳の電子化に係る財政支援制度を
用意している。

６．おわりに
　我が国の水道普及率は98％を超えており、

家庭では一人当たり一日約230リットルの水
が使われている。毎日230kgの荷物を運ぶの
は大変な労力を要するが、水道水ならばいつ
でもどこでも蛇口をひねるだけで手に入る。
　しかも、この水は、平均して１リットル当
たり0.2円で手に入る。そして、飲用可能で
ある。水道水がそのまま飲める国は、世界で
11カ国（1）しかない。
　このように、日本の水道は、非常に高いレ
ベルで、清浄にして豊富、低廉な水の供給を
実現しており、もって公衆衛生の向上と生活
環境の改善とに寄与しているところである。
　このたびの水道施設台帳の作成・保管義務
の施行により、適切な資産管理を行うための
基礎情報が整いつつある。しかしながら、水
道施設台帳はあくまでツールであるため、
作って終わりではなく、適宜更新を行うとと
もに、有効に活用することが重要である。
　全国各地の水道を将来世代へ引き継ぐべく、
水道関係者の方々に引き続きご協力をお願い
するとともに、国としても、今後、水道行政の
移管を控えているが、引き続き、水道の基盤
強化に向けた施策の推進に取り組んで参る。

文献：（1）令和４年度日本の水資源の現状

図－４　管路情報の電子化状況
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下水汚泥資源の 
肥料利用の拡大に向けて

１．はじめに
　我が国では、昨今、気候変動等による世界
的な食料生産の不安定化や、世界的な食料需
要の拡大に伴う調達競争の激化等に、ウクラ
イナ情勢の緊迫化等も加わり、輸入する食品
原材料や生産資材の価格高騰を招くととも
に、産出国が偏り、食料以上に調達切替えが
難しい化学肥料の輸出規制や、コロナ禍にお
ける国際物流の混乱などによる供給の不安定
化も経験するなど、食料安全保障の強化が国
家の喫緊かつ最重要課題となっている。
　令和４年９月９日に開催された食料安定供
給・農林水産業基盤強化本部では今後の検討
課題の一つに、下水汚泥等の未利用資源の利
用拡大が掲げられた。これを踏まえ、国土交
通省・農林水産省では、下水汚泥資源の肥料
利用の拡大に向けた推進策を検討するため、

「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官
民検討会」（以下「官民検討会」という。）を
立ち上げ、議論を行った。
　また、具体的な目標としては、「食料安全保
障強化政策大綱」（令和４年12月27日　食料安
定供給・農林水産業基盤強化本部決定）にお
いて、2030年までに、下水汚泥資源・堆肥の

肥料利用量を倍増し、肥料の使用量（リンベー
ス）に占める国内資源の利用割合を40％まで
拡大する旨が示されたところ、下水汚泥資源
の肥料利用の更なる拡大が求められている。
　本稿では、上記の官民検討会が開催された
経緯から、官民検討会での議論、今後の下水
汚泥資源の肥料利用拡大に向けた取組等につ
いて紹介する。

２．背景
　我が国においては、主な化学肥料の原料で
ある尿素、りん安（りん酸アンモニウム）、
塩化加里（塩化カリウム）は、ほぼ輸入に依
存しており、世界的に資源が偏在しているた
め、輸入相手も偏在している（図１）。特に、
りん安については、約76%を中国からの輸入

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
下水道企画課 資源利用係長　藤岡　勝之

図１　化学肥料原料の輸入相手国、輸入量（りん安）



9

下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けて

が占めている（財務省「貿易統計」（令和３
年７月～令和４年６月））。
　また、2021年半ば以降、穀物需要の増加や
原油・天然ガス価格の上昇や、中国による肥
料原料の輸出検査の厳格化等に伴い、肥料原
料の国際価格が高騰している（図２）。

　こうした状況の中、下水汚泥はリンや窒素
等の資源を含有しており、特にりんについて
は、年間汚泥発生量 約230万t中に、約５万t
を含有するなど、下水汚泥ポテンシャルを活
かした肥料利用の拡大は、農林水産業の持続
性に貢献するものとして期待されている。

３．下水汚泥資源の肥料利用に関する現状
　下水汚泥資源の肥料利用は、大きくコンポス
ト化とリン回収の２種類の方法で行われている。
　コンポスト化については、現状、民間企業
等への汚泥の処理委託を含め、約1,000処理
場が実施しているものの、複数の利用・処分
の一つとして肥料利用を実施する処理場が多
く、全汚泥発生量に対する肥料利用の割合は
１割にとどまる。
　コンポスト化の課題としては、下水汚泥に
おける重金属の含有リスクや、重金属等も含
めた下水道へのネガティブイメージ及び散
布・施肥方法に関するノウハウ不足による流

通経路の確保等がある。
　リン回収については、消化汚泥から回収す
る方法や、焼却灰から回収する方法等が行わ
れているが、リン回収施設のコストが高い等
の課題により、現状、５自治体（６処理場）
での実施にとどまっている。

４．下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向
けた官民検討会

　前述の背景を踏まえ、令和４年９月９日に
開催された食料安定供給・農林水産業基盤強
化本部では、岸田総理より、下水汚泥・堆肥
等の未利用資源の利用拡大により、グリーン
化を推進しつつ、肥料の国産化・安定供給を
図るよう、指示が出された。
　本指示を受け、農林水産省及び国土交通省
では「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向け
た官民検討会」を開催し、自治体からの取組
事例紹介や、関係団体からの意見を踏まえな
がら、下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向け
た課題や取組の方向性を取りまとめた。

4.1．下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向け
た関係者の役割と取組の方向性

　下水汚泥資源を肥料として利用する取組に
ついては、これまで廃棄されていたものを調
達、生産、消費がつながる資源循環のシステ
ムに乗せる取組であり、関係者の信頼と協働
で取り組むことが重要である。
　その上で、今後の総論としての取組の方向
性については、“肥料の国産化と安定的な供給、
資源循環型社会の構築を目指し、農林水産省、
国土交通省、農業分野、下水道分野が連携し、
安全性・品質を確保しつつ、消費者も含めた

図２　肥料価格の推移
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理解促進を図りながら、各関係者が主体的に、
下水汚泥資源の肥料利用の大幅な拡大に向け
て総⼒をあげて取り組む。”と整理された。
　また、具体的な取組に当たっては、国、自治
体（下水道事業者）、自治体（農政部局）、肥
料製造業者（メーカー）、農業者・JA等の主体
に分けた上で、それぞれが担う役割についても
整理が行われた。原料の共有者である下水道
側においては、安全安⼼かつ肥料製造業者や
農業者のニーズに応じた品質の肥料原料の供
給に取り組んでいくことが求められる（図３）。

4.2．下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向け
た官民検討会論点整理

　官民検討会では、関係者からの意見も踏ま
え、個別の課題やそれに対する今後必要な取
組についても整理を行った。本稿では、いく
つかポイントを絞って紹介するため、詳細に
ついては参考資料を参照されたい。
　まず、下水汚泥資源のイメージ改善・理解
促進の観点では、汚泥の出どころや重金属の
定期的な検査状況等の情報公開サイトの設置
など、下水汚泥資源の透明性（トレーサビリ

ティ）を向上させていくことが必要で
ある。これに対しては、下水道側にお
いても、肥料利用時の重金属モニタリ
ングの徹底や、モニタリング結果の情
報公開、更には国としても全国的な重
金属分析の実施⽀援を行っていく必要
があるとされている。
　次に、具体案件形成に向けた推進体
制を強化していくためには、地方自治
体における下水道部局と農政部局の連
携、地方行政とJAの連携、国と地方

行政の連携を強化が重要である。こちらにつ
いては、国としても地域内での連携を呼び掛
けていくことは当然ながら、地域肥料需要の
調査等、肥料化に向けた案件形成⽀援や下水
道事業者、肥料製造事業者、耕種農家等、関
係者のマッチング等への⽀援が求められる。
　また、リン回収においては、引き続きリン
回収施設のコストが課題であり、更なる拡大
に向けては、安く高品質なリンを回収するた
めの技術開発が必要となる。
　上記以外にも、現状、汚泥コンポストは化
成肥料等の原料として混合できないことへの
対応として、肥料成分を保証可能な新たな公
定規格の設定が必要とされるなど、今後、本
検討会での整理を踏まえた取組を進めていく
ことが重要である。

５．国土交通省における今後の施策について
　国土交通省では、令和４年度補正予算にお
いて、地方公共団体による下水汚泥のコンポ
スト化施設整備や肥料利用促進のための案件
形成⽀援、汚泥処理プロセスからのリン回収
に関する実証事業等、約30億円を計上した。

図３　�下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた関係者の役割と
取組の方向性
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官民検討会も踏まえ、今後国土交通省として
今後実施していく施策の一部を紹介する。

5.1．肥料利用を促進するための大規模案件
形成

　官民検討会でも整理された通り、安全安⼼
かつ肥料製造業者や農業者のニーズに応じた
品質の肥料原料を供給していくためには、重
金属や肥料成分の含有量を適切に把握する必
要がある。これに対して、国土交通省では、
重金属分析と肥料成分分析について、それぞ
れ公募により約100箇所程度の処理場を選定
し、各処理場で計４回程度の分析⽀援を実施
する予定である。
　また、下水汚泥資源の肥料利用にあたって
は、流通経路の確保が重要であり、このため
には、地域内関係者と連携を図りながら、地
域特性に応じた取組を進める必要がある。こ
ちらに対しても、肥料利用の着実な拡大につ
なげていくため、下水汚泥の肥料利用の拡大
や新たな取組を検討する下水道管理者20団体
程度を対象に、自治体内関係部局等との連携
体制の構築や地域の肥料需要等の案件形成⽀
援を実施する予定である。

5.2．汚泥処理プロセスからのリン回収に関
する実証事業

　リン回収施設のコストの高さ、回収リン成分
のバラツキといった課題に対しては、下水道革
新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）を
通じ、①消化汚泥から効率的にリンを回収する
技術、②MAP（リン酸マグネシウムアンモニ
ウム六水和物の略称）により脱水ろ液から効率
的にリンを回収する技術、③MAP以外で脱水

ろ液から効率的にリンを回収する技術について
実証事業を行うことで、解決に向けた技術開発・
普及を推進していくこととしている。

６．おわりに
　下水汚泥資源の肥料利用は、かつて行われ
ていたし尿の農地還元を、現代の下水道の仕
組み、社会システムの中で再現することへの
挑戦である。
　国土交通省では、従来から、下水道施設整
備の一環として、自治体が行う肥料化施設等
の整備を⽀援してきた。また、平成27年には
下水道法を改正し、下水汚泥の肥料利用に関
する努⼒義務を設けたものの、更なる利用拡
大に向けては、官民検討会で整理された様々
な課題に対応していく必要がある。
　本稿では、今後実施予定の一部の取組のみ
紹介を行ったが、引き続き、農林水産省をは
じめ、自治体や民間企業等、様々な関係者と
連携しながら、下水汚泥資源を肥料に最大限
活用すべく、取組を進めていく。

参考
下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民
検討会

（ 国 土 交 通 省HP, https://www.mlit.go.jp/
mizukokudo/sewerage/mizukokudo_
sewerage_tk_000784.html）

（農林水産省HP, https://www.maff.go.jp/j/
shokusan/biomass/221018_1.html）

食料安定供給・農林水産業基盤強化本部
（首相官邸HP, https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/nousui/kaisai.html）
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水団連　第155号 情報ファイル①　

水道施設台帳システムの直営開発・運用による
DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進

第６回インフラメンテナンス大賞①

八尾市水道局　施設整備課
配水係長　林　和志

１．はじめに
　本市の水道事業は、市制施行以前の昭和14
年に八尾町・龍華町で産声を上げました。昭
和23年の市制施行を契機として市内一円に給
水することを目標に置きつつ、水道施設のな
い地域への給水区域拡大、人口増加や都市の
発展に伴う水需要の増加への対応、断水・渇
水の解消などを主な目的として６次にわたる
拡張事業を行ってきました。
　施設能力は第６次拡張事業（平成15年度完
成）により、計画一日最大給水量が153,000㎥
に達しましたが、水需要は平成３年頃に一日
最大配水量のピーク130,000㎥を記録した後、
近年では穏やかな減少傾向にあります。
　令和３年度末の給水人口は262,825人、一
日最大配水量（実績）は90,167㎥となってい
ます。

２．受水・配水方法
　本市は大阪広域水道企業団から100％受水
し市内のお客さまに安全な水を届けていま
す。琵琶湖から宇治川を経て淀川に流れてき
た水は、大阪広域水道企業団村野浄水場で飲
用に適するよう処理され、高安受水場と龍華
配水場に送られます。
　高安受水場からは、水をポンプで高安山中
腹部にある北部低区配水池と南部低区配水池
へ送水し、位置エネルギーを活用した自然流

下方式で市内へ配水しています。また、南部
低区配水池からは高区配水池、神立配水池を
経由して標高の高い地域へ配水しています。
一方、平坦部の多い市内南西部へは、龍華配
水場からのポンプ配水と南部低区配水池から
の自然流下により配水しています。

３．「台帳システム」の概要
　平成30年12月12日に公布された水道法改正
により水道法第22条の３で台帳の整備と保管
が義務化されました。一方で、職員減による
知識・技術の空洞化への懸念は深まります。
これらは今後ますます深刻な影響を及ぼすた
め、対策が必要となります。八尾市水道局は
大阪広域水道企業団（以下、「企業団」）との
統合協議を進めており（令和５年２月現在）、
広域化による水道施設や伝送システムの共同

図１　本市の配水システム
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利用を見据えれば、水道資産を把握し、広域
連携後も円滑な水道事業を継続するために水
道施設台帳（以下、「台帳」）は重要な位置付
けとなります。
　これらの背景と課題を踏まえ、管路マッピ
ングシステムとは別に全水道施設・全設備を
対象に点検・更新・修繕情報を蓄積できるデー
タベース（以下、「DB」）化した台帳を直営
で開発・運用しています。本市では直営運用
しているため、随時DBの更新を図り、最新
の現場状況や維持管理情報を水道施設台帳シ
ステム（以下、「本システム」）に反映してい
ます。これらの取組みが評価され、令和４年
に行われた第６回インフラメンテナンス大賞
における「メンテナンス実施現場における工
夫部門」で厚生労働大臣賞を受賞しました。

４．取組みまでの経緯
　システムの構築にあたっては「維持管理」
と「更新計画」の２つの観点に立ち、課題に
ついて整理することにしました。まず維持管
理については３つの課題があり、１つ目は、
既存の台帳では全ての機器を把握できないた
め、運用中か廃止された機器かが未把握と
なっていることです。

　２つ目は、ピット内の機器は水抜き作業を
しなければ入れない場所や道路上が開口部と
なる場所、酸欠の恐れのある場所など、危険
を伴う場所にあることです。
　３つ目は、取扱説明書等の関連資料が見つ
からないなど、暗黙知が蔓延していることでした。
　また、更新計画の課題として２つの課題が
あり、１つ目が、機器の全数が未把握である
ため計画の立案が難しいことです。
　２つ目が、過去の点検等の情報整理に時間
がかかり更新・点検周期がわからないため、状
態監視保全の実効性に支障を来すことでした。
　以上の課題解決に向けてメーカーのソフト
導入を検討しましたが、導入・保守費が非常
に高額でした。加えて、ソフト独特の操作方
法は職員全員が安易に使うにはハードルが高
いこともありました。そこで、“費用を掛け
ずに、メーカーのソフトと同じ性能で職員全
員が扱いやすい、柔軟性の高い施設台帳”を
目指して直営での開発に踏み切りました。

５．開発時の苦労や工夫
　施設台帳の機能として、どのような項目を
管理していくかが重要になります。苦労のポ
イントは、主に２つありました。１つ目は、品
質管理の手法である、FMEA（Failure Mode 
and Effects Analysis：故障モード影響解析）
を使い、機器の機能を明確にした上で、故障
が発生した場合に考えられる原因、故障によ
る被害想定、影響度、故障防止の方法を機器
ごとに整理し、予防保全を図る機器、事後保
全を図る機器に分類し、点検・更新周期を検
討したことです。
　２つ目は、全ての内容を網羅するのは、個
人の力では非常に困難です。土木、機械、電
気、それぞれの分野に詳しい人に集まっても
らい、時間をかけて検討を進め、機器ごとの

図２　「本システム」メイン画面
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情報ファイル 1

水団連　第155号 情報ファイル①　

管理番号の付け方や、機器配置を把握するた
めの図面はどうするか等を検討したことです。
　様々な意見が出る中でまとめていくことは
大変でしたが、ここが「本システム」の一番
の強みになっています。
　工夫のポイントは、主に３つあります。１
つ目は、「本システム」のツールとして、
Excelを活用していることです。Excelは日常
的に使うソフトであり、マクロや関数を組み
合わせることで様々なカスタマイズを行えま
す。誰でも使いやすい方法を考えて試行錯誤・
試作を繰り返しながら作り込みました。
　２つ目は、機器の登録数約800件、設備平面
図140枚、機器設置状況が判別できる写真5,000
枚を全て直営でDBに登録していきました。写
真撮影のコツは、設置状況がわかる機器全体
とラベルの写真です。基本的にラベルを確認
できれば、機器の仕様や型式がわかり、メー
カーに画像を送ることで、修繕が迅速化します。
　３つ目は、DBに新規登録する機器は分類
を選ぶだけで同じ番号が無いように自動採番
することや、DBの更新作業・廃止登録も簡
単に行えます。また、点検記録入力の手間を
省く工夫や、検索機能の充実、日付の矛盾や
必須項目が未入力であれば登録できなくする
など細部にわたり工夫を凝らしました。

６．システムの利点
　システムの利点は、３つあると考えていま
す。１つ目は、配水係は全員、「本システム」
を使いこなせることです（メンバーは謙遜し
て否定すると思いますが…）。それは、“誰で
も使えるシステム”であることが肝となって
います。職員の異動もあるため、これはなお
さら重要です。従来の暗黙知と口伝が技術の
空洞化問題の要因であるなら、これを打開す
るために検索を容易にすることで形式知、集

合知を実現し、情報共有することでナレッジ
マネジメントに繋がります。
　２つ目は、水道施設の更新・維持管理に伴
い、「本システム」に完成はないと考えてい
ます。なぜかというと、点検や更新、修繕を
繰り返すたびにDBにその情報が蓄積される
ためです。これが、資産管理（アセットマネ
ジメント）の実効性に繋がり、更新の平準化、
中長期的なLCC（ライフサイクルスト）の縮
減に活用されることが期待されます。
　３つ目は、「本システム」は汎用性のある
Excelを活用しているため、ベンダーロック
インを防止するとともに他の水道事業体等で
も活用できることです。

７．今後の展望
　職員不足で調書（機器名称、能力、型式な
ど）や設備平面図のDB更新に時間が割けな
いケースでもExcelを扱える業者であれば外
注も可能となります。本市も職員減少や技術
の低下で「本システム」を外部委託でDB更
新を検討するときがくるかもしれません。あ
るいは、企業団統合におけるスケールメリッ
トの一環として、統合あるいは廃止される可
能性もあります。少なくともそれまでは大切
に使っていきたいと考えています。

図３　「本システム」設備平面図（抜粋）
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第６回インフラメンテナンス大賞

堤体PSアンカー工法による 
千本ダム堤体補強事業について

松江市上下水道局　上下水道部浄配水課
副主任　福島　隆宏

１．はじめに
　千本ダムは島根県松江市に位置する1918年
に完成した石積み堰堤の水道専用ダムです

（図－１に千本ダム位置図、写真－１に千本
ダム全景を示す）。ダムの供用が開始から105
年が経過した現在も、松江市域の約４分の１
の水道の水源として重要な施設となっていま
す。

　また、石積み堰堤では珍しく堤体表面の石
材が谷積みで構築され、当時としては非常に
精密で高度な技術を要する施工がなされてお
り、2008年には文化庁の登録有形文化財に登
録された、歴史構造物としての価値も有する
施設です。
　2013年度に地震時の安全性について診断を
行い、①滑動（すべり）、②堤体強度（応力）、
③転倒の三つの安定条件を検証しました。
　その結果、①、②の基準はクリアできまし
たが、③転倒では地域ごとの設計震度（島根
県は中震帯地域）で慣性力を作用させた場合、
堤体が転倒する可能性のあることが判明し、
堤体の耐震補強対策を実施することとなりま
した。

２．堤体耐震補強の検討
　堤体補強対策の工法としては堤体の増厚が
一般的ですが、堤体下流面においては、現在
の石積み堰堤の景観が大きく遷移することと
なり、登録有形文化財としての価値が損失し
てしまうため、最善の対策とは言えません。
　また、堤体上流側への増厚も検討しました
が、長期間他水源からの融通が難しく、貯水
池を運用しながらの施工を行う必要がありま
した。堤体上流に鋼管矢板による二重の仮締
切を設けて工事期間中に仮締切の設置と撤去
を繰り返す二期工事となり、工期がかなり長

図－１　千本ダム位置図

写真－１　千本ダム全景（工事前）

第６回インフラメンテナンス大賞②
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情報ファイル 1

水団連　第155号 情報ファイル①　

３．工事の実施について
3−1　全体工程
　千本ダム堤体補強工事のうち、越流部の施
工は河川内作業の扱いとなり、非出水期に限

くなること等から仮設に掛る費
用が膨大となります。
　そこで、新たな工法として考
えたのが、海外で事例の多い堤
体PSアンカーによる耐震補強
です。堤体PSアンカーとは、
ダム堤体本体の天端から鉛直下
方の基礎岩盤に向けてPSアン
カー（鋼より線）を設置し、ダ
ム堤体を基礎岩盤に固定する方
法です（アンカーの配置イメー
ジを図－２、３に示す）。本工
法はダム堤体上流側で発生する
引張応力への抵抗力を高め、ダムの転倒に対
する安全性を高める効果が期待できました。
また、本工法は本堤上流側（貯水池側）での
施工がないため、水運用への影響が少ないこ
とも利点の一つです。
　基本計画の検討により、経済性（増厚15億
円、PSアンカー６億円）、工期（増厚65 ヶ月、
PSアンカー 16 ヶ月）及び水運用に係る負担
などを総合的に検討した結果、堤体PSアン
カーが増厚案と比較し優位であると判断し、
堤体PSアンカーによる堤体補強を実施する
こととなりました。

図－２　アンカー配置横断図 図－３　アンカー配置縦断図

図－４　堤体PSアンカー施工フロー

写真－２　施工時全景写真
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定されるため、越流部工事は工程管理上の最
優先事項となりました。そこで、施工期間の
制約がない非越流部の工事から開始し、PS
アンカー工の施工手順を確立し、非出水期に
越流部の施工を優先して行ったうえで、越流
部のアンカー施工が完了させ、非越流部と全
体仕上げ用の残工事を行う計画としました

（堤体PSアンカーの施工フローを図－４に、
施工時の全景を写真－２に示します）。

3−2　堤体の削孔について
　削孔機の能力が堤体への影響と施工サイク
ルに大きく影響するため、削孔機の選定が大
きな課題となりました。本工事は水道施設で
の工事であるため、貯水池へのオイル漏れ防
止の観点もあり、削孔方法はロータリーパー
カッション（二重管）方式を基本とし施工を
進めました。
　堤体は完成から100年以上が経過していた
ため、削孔後の粗石の緩みによる孔壁の崩壊
が予想され、再施工が発生した場合の工程遅
延が懸念されました。そこで、削孔直後にプ
レグラウトを行って、孔壁が崩落する前に孔
壁を固め、翌日再削孔することで孔壁が保持
できるよう計画しました。これにより、孔壁
の崩落やアンカー体が引っ掛かることによる
再施工といった施工における手戻りのリスク
を排除でき、施工サイクルを確実につかみ全
体工程の管理精度を高めることができました。

3−3　石積みの復元
　千本ダムの越流部は、図－５、６のとおり
アンカー施工後の石積みの復旧が必要となり
ます。
　石積みの施工は工期及び文化遺産としての
景観に影響する出来栄えが、石工の技術力に
より左右されるため、事前に仮設ヤードにて

同質石材での試し積みを行い、出来栄えや作
業時間などを確認しました。

４．総括
　本耐震補強事業では、PSアンカー工法を
国内で初めてダム堤体に採用しました。試験
的な部分もありましたが、PSアンカー工法
は完成後100年以上経過しているダムでも耐
震補強に対応が可能である事が確認できまし
た。
　今回採用した工法での耐震補強事業の実施
は、国内では初の試みであり、設計基準等が
ない中でどのように進めて行けば良いか、課
題が山積しておりましたが、国土交通省国土
技術政策総合研究所や一般財団法人ダム技術
センターをはじめ、多くの関係機関の皆様か
らの助言やご指導を頂きながら実施すること
ができました。
　PSアンカー工法による耐震補強は、ダム
を供用しながらの施工が可能であるため、当
局の事例が、同様の問題を抱える他の自治体
の皆様のお役に立てれば幸いです。

図－５　越流部頂部断面図

図－６　越流部頂部施工手順
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１．はじめに
　米子市の下水道は、昭和44年に事業着手し
て以来半世紀が経過し、当初建設した処理場、
ポンプ場の老朽化が著しく、次の半世紀に向
けて再構築していく必要があります。また下
水道事業を取り巻く環境は、人口減少社会の
到来、節水型家電の普及により、今後の使用
料収入の伸びは期待できない状況であり、さ
らに昨今の電力料金高騰の影響により下水道
を取り巻く環境は厳しさを増しています。持
続可能な下水道事業運営のために「下水道の
カーボンニュートラル達成」を目指すことが、
効率的な下水道施設へ転換することに繋がる
と考えています。
　当市の公共下水道は、公共下水道３処理区
及び中継ポンプ場８か所（内合流区域のポン
プ場１か所）、農業集落排水12地区、米子浄
化場１か所（鳥取県西部広域行政管理組合所
管）と複数の施設を保有しており、今後の再
構築検討では、可能な限り各施設機能集約す
ることを前提とした下水道施設の全体最適計
画※）を策定することとしています。

２．全体最適計画の検討状況
（1）これまでの検討経過

令和２年度
〇�国交省導入可能性調査による再構築シナリオ（案）
の提案
令和３年度

〇�同調査による再構築シナリオ（案）をベースとし
た整備方針及び事業優先順位の検討
令和４年度
〇�再構築ロードマップを踏まえた「カーボンニュー
トラル地域モデル処理場計画」の検討
令和５年度
〇全体最適計画の策定
・都市計画法、下水道法に係る図書作成

（2）「カーボンニュートラル地域モデル処理場計
画（以下「CN計画」という。）」の登録について

　当市が進める全体最適計画とCN計画は、
効率的で持続可能な下水道事業を推進すると
いう観点から合致しており、今回のCN計画
登録は当市が推進する再構築事業の安定した

図１　米子市CN計画のポンチ絵

米子市の下水道施設再構築に向けた挑戦
～�カーボンニュートラル地域モデル処理場計画登録を
契機に、下水道を次世代へ継承～

米子市下水道部施設課長
 　山﨑　樹実也

カーボンニュートラル地域モデル処理場計画が初登録①
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カーボンニュートラル地域モデル処理場計画が初登録

３．カーボンニュートラル達成に向けた
省エネ及び創エネ推進の効果

（1）皆生処理場の革新的技術導入効果
　〇�次世代型水処理技術⇒高効率送風機導

入：約750万円/年の維持管理費低減効果
（2）内浜処理場へ革新的技術導入効果

　〇�汚泥可溶化技術活用⇒消化ガス発電強
化：既電力料金単価換算で約2,500万円/
年の維持管理費低減効果

４．今後の展望
　今後は全体最適計画策定と並行し革新的技
術導入に向けた皆生処理場での実証研究に着
手します。また内浜処理場での発電強化に際
し、異分野との連携も模索し検討を継続する
予定です。
　これまで当市下水道の全体最適計画検討に
対し、御支援頂いたみなさまに感謝を申し上
げ結びとします。

図３　カーボンニュートラルイメージ図

（皆生分＋浄化場分）

　

財源確保という点で優位性があるだけでな
く、処理場の省エネ化及び創エネの推進によ
り今後大きな維持管理費低減効果が期待で
き、当市下水道事業の持続可能性に大きく貢
献できます。

（3）施設再構築検討結果
　米子浄化場の内浜処理場への機能集約と皆
生処理場の高効率水処理施設導入の２事業を
優先実施する方針を決定しました。
（4）下水道施設機能集約の概要

図２　下水道施設機能集約の概要



20

情報ファイル 2

水団連　第155号 情報ファイル②　

１．富山市の概要
　本市は富山県の中央に位置し、人口は県全
体の４割にあたる約41万人、面積は県全体を
占める３割の約1,200㎢であり、北は海抜０
mの富山湾、南は約3,000mの北アルプス立山
連峰までを市域とし、広大かつ、急峻な地形
を誇る、水と緑に囲まれた自然豊かな中核指
定都市です。

２．本市の環境政策
　本市では、平成20年の環境モデル都市の選
定を初めに、近年では「SDGｓ未来都市」に
選定され、「公共交通を軸とした拠点集中型
のコンパクトなまちづくり」を主要施策とし
た「持続可能なまちづくり」の深化を図るた
め、再生可能エネルギーや省エネルギーなど
の様々な取り組みを推進しているところで
す。また、令和３年３月にはゼロカーボンシ
ティの実現に向けた包括的なエネルギー政策
を更に推進するため、「ゼロカーボンシティ」
を宣言するとともに、合わせて「富山市エネ
ルギービジョン」を策定することで、環境政
策の取り組みを強化しています。

３．浜黒崎浄化センターカーボンニュー
トラル地域モデル処理場計画

　浜黒崎浄化センターは昭和54年に供用を開
始し、全体計画汚水量164,100㎥ /日、全体計
画処理人口210,190人で、市内人口の約５割
の汚水を処理する本市最大規模の下水処理場
です。
　本浄化センターは供用から40年以上が経過
し、施設の老朽化への対応を進める一方で、
施設の耐震化や耐水化も並行して実施してい
るところです。更には下水汚泥の持つ付加価
値を活用した創エネルギーにも取り組んでい
るところであり、平成27年には下水汚泥を処
分する中で、市内の企業が下水汚泥をエネル
ギービジネスの一環として発電燃料の助燃材
として有効利用する取り組みを進めていま
す。また、令和元年には汚泥処理工程にて発
生する消化ガスを有効利用した消化ガス発電
にも官民連携にて取り組んでいるところです。
　浜黒崎浄化センターカーボンニュートラル
地域モデル処理場計画では、上記の創エネル
ギーの取り組みを継続させるため、老朽化し
た消化タンクや水処理設備の更新に伴い省エ
ネルギー機器の導入を積極的に進めること
で、温室効果ガスの排出抑制を図り、カーボ
ンニュートラルに止まらず、更なるカーボン

浜黒崎浄化センターカーボンニュートラル
地域モデル処理場計画について

富山市上下水道局下水道課
副主幹　前川　幸大

カーボンニュートラル地域モデル処理場計画が初登録②
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ポジティブを達成していきたいと考えていま
す。

４．他の処理場への水平展開を見据えて
　本市には浜黒崎浄化センター以外にも７箇
所の浄化センターを管理しています。その浄
化センターの全てが１日当たりの処理水量は
10,000㎥以下と小規模であり、中でも最も小
さいものでは１日当たり250㎥の処理能力し
かありません。それらのセンターでは処理水
量当たりの消費電力量が多いため、単体で
カーボンニュートラルを達成することはス
ケールメリットが出ず困難です。
　そのため、小規模な下水処理場については
浜黒崎浄化センターも含めた処理場全体で
2030年のカーボンハーフを、2050年のカーボ
ンニュートラルを目指して取り組みを進める
予定としています。2030年までは機械設備の
老朽化に伴う省エネルギー機器の導入が主な
取り組みとなりますが、2050年にカーボン

ニュートラルを達成するためには下水処理場
の未利用地を活用したPPAなどの取り組み
も進めていく必要があると考えています。

５．最後に
　今回の浜黒崎浄化センターにおけるカーボ
ンニュートラル地域モデル処理場計画は取り
組みの始まりに過ぎず、物価や光熱費の高騰
などによる社会情勢の激変を背景に下水汚泥
に限らず、下水道全体への付加価値に対する
期待は高まるものと考えており、更にはその
期待に貢献することが持続した下水道事業の
運営には必要不可欠だと考えています。
　そのため、今後もカーボンニュートラル地
域モデル処理場計画へ登録された名に恥じぬ
よう各局面に応じた様々な取り組みを推進し
て参りたいと考えています。

浜黒崎浄化センターにおける下水汚泥の有効利用のスキーム 本市の下水処理場等概要図
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情報ファイル 2

水団連　第155号 情報ファイル②　

カーボンニュートラルの実現に向けた�
熊本市下水道事業の取組
～カーボンニュートラル地域モデル処理場計画の登録～

熊本市上下水道局　計画整備部
計画調整課　課長　福田　政昭

１．熊本市下水道の概要
　熊本市は、九州のほぼ中央、阿蘇連山と有
明海の広がる熊本平野に位置し、水や緑など
豊かな自然、先人たちが築き上げた旧城下町
としての歴史的文化遺産や風土をあわせ持つ、
地方の中核都市として着実な発展を遂げてき
ました。古くから「水の都」とも呼ばれるよ
うに水環境に恵まれた政令指定都市です。中
でも良質で清れつな地下水は、社会活動の上
で種々の用途に利用されており、人口50万以
上の都市で上水道用水のすべてを地下水で
賄っているところは全国でも例がありません。
　また、本市の下水道事業は戦災復興事業の
一環として昭和23年（1948）に、中心市街地
などを対象に面積278ha、計画人口48,000余
人でスタートし、平成30年度（2018）で70周
年を迎えています。中部、東部、南部、西部、
北部、植木、富合及び城南の８つの処理区に
て整備を実施しており、令和３年度（2021）
末時点では、整備済み面積12,173ha、下水道
普及率は90.5％となっています。

２．カーボンニュートラルの実現に向け
た取組

　国において、令和２年（2020）10月に「2050
年温室効果ガス排出実質ゼロ」が宣言された
ことに伴い、本市においては、令和３年（2021）
３月に本市を含む18市町村（現在19市町村）
で、連携中枢都市圏としては全国発となる「熊

本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」
を共同策定し、「持続可能なくまもと脱炭素
循環共生圏の実現」に向けた取組みを行って
います。
　熊本市上下水道局（以下「当局」という。）
では、令和３年（2021）９月に「熊本市上下
水道局再生可能エネルギー等活用加速検討
会」を立ち上げ、上下水道事業における再生
可能エネルギー活用及び省エネルギー化の方
策の検討に取り組みました。
　また、令和４年度（2022）には「熊本市上
下水道事業における脱炭素化手法導入検討業
務委託」（以下「手法検討業務」という。）に
おいて、既存資料等調査や上下水道における
脱炭素化の手法の検討（2030年・2050年に向
けた施策の検討）、上下水道事業の経営に対す
る影響評価、上下水道事業における温室効果
ガス削減目標の作成等について整理しました。
　手法検討業務内の検討において、上下水道
事業の温室効果ガス排出量は令和２年（2020）
度には30,393�t-CO2でしたが、今後の人口減
少や１人当たりの使用水量の減少等の影響に
より、2030年度には26,875�t-CO2、2050年度
には22,420�t-CO2まで減少する見込みとなり
ました。その結果、温室効果ガス排出量削減
については、2030年度目標達成（2013年比
51％削減）には1,161�t-CO2の削減、2050年
カーボンニュートラルの実現には22,420t-
CO2の削減が必要である見込みとなりまし

カーボンニュートラル地域モデル処理場計画が初登録③
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カーボンニュートラル地域モデル処理場計画が初登録

た。また、目標達成に向けた施策として、再
エネ施策では、太陽光発電設備の導入、清掃
工場電力の活用、消化ガス発電設備の活用拡
大、省エネ施策では、照明LED化、EV車の
導入、設備の省エネ化（運転管理・省エネ設
備の導入）が挙げられました。

３．カーボンニュートラル地域モデル処
理場計画の登録

　令和４年（2022）10月に、2050年カーボン
ニュートラルの実現に向けて、下水道の終末
処理場において省エネルギー、創エネルギー
又は再生可能エネルギーに関する技術の導入
等を行う事業について定めた計画である
「カーボンニュートラル地域モデル処理場計
画」（以下「CN地域モデル処理場計画」とい
う。）の募集があり、位置付けられた計画に
対しては国から重点的な財政支援を受けられ
るものとなっています。
　当局においては、CN地域モデル処理場計
画への応募にあたり、手法検討業務内の検討
を基に、本市南部浄化センターで計画の策定
を行いました。計画の策定においては、事業
内容や年次計画、資金計画及びその算出根拠、
事業効果及びその算出根拠等を整理し、中で
も、事業効果及びその算出根拠等については、
関連文献等による数値や係数等を用いた上
で、当浄化センターの設備容量に対する削減
電力量や発電量を定量的に算出し、計画で定
める取組みが処理場全体に提供されたとした
場合において、カーボンニュートラルの実現
となるよう整理する必要がありました。また、
募集から申請までの期間が短く、CN地域モ
デル処理場計画の初めての登録ということで
他都市の先進事例等の参考もなかったため、
計画の策定に苦慮しましたが、当局のこれま
での取組みや蓄積されたデータ等を生かし、

令和４年（2022）11月に無事申請を行うこと
ができ、同年12月に熊本市CN地域モデル処
理場計画として登録を受けました。
　熊本市CN地域モデル処理場計画における
主な事業内容としては、省エネ設備の導入（主
ポンプ用電動機の高効率化、省エネ型反応タ
ンク撹拌機の導入、超微細気泡散気装置の導
入、省エネ型消化タンク撹拌機の導入）、太
陽光発電設備の導入、汚泥固形燃料化事業の
継続（DBO方式、処理能力50t-wet/日）が位
置付けられています。

４．今後の展望
　まずは、熊本市CN地域モデル処理場計画
に基づき事業を実施し、特に、太陽光発電設
備の導入においては、PFIやDBO、PPAモデ
ルといった民間資金等の活用を検討し、費用
対効果が高く、当市上下水道事業の経営への
負担が少ない形で事業を実施する必要があり
ます。熊本市CN地域モデル処理場計画の事
業が完了した後は、本市の他処理場や周辺の
連携中枢都市圏へ展開すると共に、更なる
カーボンニュートラルに寄与する取組みや先
進的な施策の検討、CN地域モデル処理場計
画の取組みを広く全国に普及展開する等、下
水道全体の脱炭素化の促進を図り、2050年
カーボンニュートラルの実現に向けて積極的
に取り組んでいきます。

熊本市CN地域モデル処理
場計画（南部浄化センター）

CN地域モデル処理場計画 
登録式
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清水町静岡市
沼津市

富士市 裾野市

御殿場市

小山町

伊豆の国市

函南市
三島市

富士宮市

伊豆市

世界遺産「富士山」の恵み

柿田川湧水群  泉水源地

を支えた施設を訪ねて 88水

写真−１ 柿田川

静岡県沼津市・清水町

水団連　第155号 シリーズ　水を支えた施設を訪ねて

はじめに
　沼津市の水道（給水区域に清水町を含む）
の歴史は比較的浅く、市営水道として発足し
たのは、戦後の昭和22（1947）年です。それ
以前は「沼津」という名が示すように、市内
全域で地下水が豊富なため、各地域が主体と
なった組合組織の小規模な水道が十数か所運
営されていましたが、昭和20（1945）年の戦
災により、ほとんどの施設が損壊してしまい
ました。このため、旧海軍が使用していた水
道施設を譲り受け、これを活用して、比較的
短時間で水源地や配水池等の主要施設の整備

を進め、昭和22（1947）年に水道創設事業が
認可、昭和25（1950）年７月には、待望の泉
水源地からの給水を開始しました。これが現
在の沼津市の水道の始まりです。

富士山の恵み「柿田川湧水群」
　清水町内を流れる「柿田川」は、全長約
1.2kmと日本で一番短い１級河川で、川の中
に湧き出る湧水群を水源としています。この
湧水群の源は、富士山の中腹以上に降った雨
や雪解け水といわれており、まさに「世界遺
産　富士山の恵み」です。水温は１年を通し



柿田川湧水群  泉水源地
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て15℃前後と安定しているため、多くの魚類
や水生生物をはじめ、周辺の森には種々の鳥
類が生息しています。
　また、柿田川は、長良川、四万十川ととも
に、日本三大清流に数えられ、昭和60（1985）
年には柿田川湧水群として名水百選に選定さ
れています。さらに、平成23（2011）年には
国の天然記念物にも「地質鉱物」の枠で指定
されています。

わが街の水の拠点施設「泉水源地」
　泉水源地は、本市の水道における拠点的施
設で、柿田川のすぐ隣に位置しています。敷
地面積は9,000㎡を超え、７本の深井戸（１日
の総湧水量90,000㎥）と湧水池（１日の湧水
量40,000㎥）から、令和３（2021）年度は、

日量最大 約６万5,000㎥の水を取水し、配水
池への送水や一部の家庭に直接圧送を行いま
した。
　富士山の恵みの水は水質が非常に良く、わ
ずかな塩素滅菌をするだけで水道水として利
用できるため、原水としては最適なものといえ
ます。給水区域は、広範囲にわたり、沼津市の
約60％と清水町全域の概ね15万人に、毎日、安
定的に水の供給を行っています。

おわりに
　泉水源地のすぐ隣には柿田川公園（清水町）
が整備され、遊歩道を散策したり、湧水広場
で水に足を入れて湧き水の冷たさを感じるこ
とができるなど、多くの人が訪れる憩いの場
となっています。
　また、沼津市は、大正12（1923）年７月に
全国で89番目の市として誕生し、今年で市制
施行100周年を迎えます。静岡県東部地域の広
域拠点として発展し、誇り高い沼津を次世代に
つなぐため、「きらり沼津。次の100年へ」を
キャッチフレーズに、市内で様々な記念事業を
予定しています。10月には沼
津港で「みなとオアシスＳｅａ
級グルメ全国大会」も開催し
ますので、皆さんぜひこの機
会に本市を訪れ、おいしい水、
おいしい海産物等をご堪能下
さい。 （沼津市水道部）

写真ー４ 泉水源地と柿田川

写真ー２ 柿田川湧水

写真ー３ 泉水源地湧水

フェイスブック
「ぬまづの水」



26

水団連　第155号 ビバ！マイカンパニー

横河ソリューションサービス株式会社　
環境システム本部企画部　安元　真由美

ビバ
！

マイカンパニー
第25回
「横河ソリューションサー
ビスの社会・地域貢献活動」

横河ソリューションサービスの歴史
　 横 河 ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス は、
YOKOGAWAグループの国内における営業、
技術、保守・サービスを集結し、課題解決型
のソリューションをご提供するために、2013
年４月に設立いたしました。近年は従来の計
測・制御技術とAIなどのデジタル技術を組
み合わせ、上下水道の課題に対してさまざま
なソリューションを提供しています。

　YOKOGAWAグループは1915年の創業以
来、長きに亘り計測、制御、情報の技術を軸
に最先端の製品やソリューションを提供し、
産業界はもとより、豊かな人間社会の実現に
貢献しています。

　独自のデジタル制御技術と経験、ノウハウ
の 粋 を 集 め て1975年 に 販 売 開 始 し た

「CENTUM」は、世界初の分散型制御システ

ム（DCS）であり、発売以来、水道事業をは
じめ世界100カ国以上のプラントに累計29,000
以上のシステムが採用いただいています。現
在ではシリーズ９世代目となり、40年以上に
わたって培った技術と経験を集約し、従来の

「CENTUM」との互換性を継承しつつ、最新
の技術を取り入れながら進化し続けています。

企業理念と社会貢献活動
　YOKOGAWAグ ル ー プ の 企 業 理 念 は

「YOKOGAWAは計測と制御と情報により持続
可能な社会の実現に貢献するＹＯＫＯＧＡＷＡ
人は良き市民であり勇気をもった開拓者であ
れ」。社会への貢献は1915年、電気計器の国
産化を目指して設立した電気計器研究所（現
在の横河電機）の時代から脈々と受け継がれ
てきています。

現在の本社

1975年に販売開始した世界初の分散形制御システム
「CENTUM」



27

第25回「横河ソリューションサービスの社会・地域貢献活動」

　現在は、未来世代のために目指す持続可能
な社会の姿をサステナビリティ目標「Three 
goals」として定め、お客様の課題解決を通
して、温室効果ガス（GHG）排出の抑制、
資源・エネルギーの効率的利用安全性の向上、
資源循環への貢献に取り組んでいます。

　水道事業向けには熟練オペレーターの減少
などに対して設備の運転効率の向上、資源の
有効活用という観点では浄水場における薬品
注入の最適制御に関するソリューションを提
供しています。また、日本の上下水道分野で
の豊富な実績とノウハウを生かし、新興国や
発展途上国では生活に使える安全な水の供給
に向けて取り組んでいます。2021年からはセ
ネガル共和国ダカール州の配水管監視システ

ム、漏水管理システムの構築を受注し、安全
な水へのアクセス改善に貢献しています。

地域社会への貢献活動
　YOKOGAWAグループでは各国でさまざま
な地域社会への貢献活動を行っています。ア
メリカでは養子の子供たちにプレゼントを贈
るプロジェクトの支援、インドネシアやタイで
は大学や高等専門学校向けの訓練支援、オラ
ンダではクリスマスマーケットと抽選会を開
催し、チャリティイベントへの寄付などの社
会福祉支援活動を行っています。また、日本
においては小中学生向けの理科教室の開催、
障害者就労の推進などを積極的に行っていま
す。防災面においても大規模災害時の水や備
蓄品の提供などについて本社がある武蔵野市
や武蔵野消防署との協力体制をとっています。

おわりに
　社会への貢献を事業の中心においている当
社にとって、社会と密接なインフラ設備の課
題を解決することは何より意義があります。
上下水道においては広域連携、設備の老朽化、
熟練オペレーターの減少などさまざまな課題
があると聞いております。解決に向けてぜひ
ご一緒させていただけましたら幸いです。

渋谷社屋（1930年）

「Three goals」 バーレーン生物多様性保全活動 海岸清掃
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水団連　第155号

 
家康がやってきた頃の江戸

　天正18年（１５９０）8月、東海地方５か
国の大名であった徳川家康は、小田原の北条
氏を降した豊臣秀吉から、江戸に移って関東
を治めるよう命じられた。しかし、当時の江
戸城は太田道灌の時代は上杉氏、家康の入府
直前も北条氏の支城だったので、家康の居城
としては貧弱すぎた。城内は放置状態で壊れ
ている箇所も多く、石垣もなかったとされる。
　城の周辺は汐入りの低湿地と荒涼とした武
蔵野に囲まれていた。現在の東京も「坂の街」
だが、海岸に近い武蔵野台地ほど浸食が進み、
樹状の深い谷が複雑に発達していた。江戸は、
大規模な城と城下町の築造には条件の悪い場
所だったのである。
　城は武蔵野台地の東端にあり、日比谷入江
に面していた（図１）。この入江は現在の皇
居外苑・日比谷公園・内幸町・新橋などを含
む水面で、最奥部には今の神田川の原形と
なった旧・平川が注いでいた。旧・平川の河
口付近では、東京大学の建つ本郷台（武蔵野

　今年は東京で近代水道が創設されて125年、関東大震災100年目に当たります。震災
をきっかけに江戸の風情の残っていた東京も大きく変わり、水道は大都市のインフラと
しての進化を加速しました。この節目にあたり、新シリーズ「江戸・東京水物語」では、
地形などの自然環境や社会の動きと「水」との係わりのある話題を紹介していきます。
初回は、江戸・東京の水道の起源といえる徳川家康による「水道づくり」です。

台地の先端部）の西側を流れる小石川が合流
していた。
　入江の対岸には、江戸湾に半島状に突き出
した江戸前

まえ

島
じま

があった。これは本郷台の東端
部が波によって平らに削り残された波

は

蝕
しょく

台地
で、沖積地の多い江戸では貴重な平地となっ
ていた。現在の中央通り（銀座通り）の両側
を中心に、大手町・丸の内・有楽町・日本橋・
京橋・銀座などの範囲とほぼ一致する。

 
 
自然地形を活かして最優先で飲料水
を確保……最低限だった城の整備

　江戸入りした家康が真っ先に行ったのは、
①飲料水の確保、②城の最小限の修築、③
平川付替と道三堀の開削工事（図１）、④行
徳までの沿海運河の確定である。家康がま
だ天下を獲っていない時期だったので、家
臣たちは泥まみれで土木工事に従事した。
　江戸は良質な水を豊富に得ることが難し
い土地だった。湿地に井戸を掘っても汐気
を含む水しか得られなかった。しかも三河・

江戸・東京水物語
第１回

東京都水道局　中央支所長　鈴木　浩三

家康の江戸入りと上水……
水に恵まれなかった江戸
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第1回　家康の江戸入りと上水……水に恵まれなかった江戸

駿河から大勢の家臣団が移住してきたため、
はじめから飲料水の不足に直面した。そこ
で家康は、家臣の大久保主

もん

水
と

に水源の見立
てを命じ、後に神田上水に発展する小石川
の利用が始まった。江戸の発展は水源確保
との競争でスタートした。
　文禄元年（１５９２）頃からは、飲料用の
貯水池である千鳥ヶ淵と牛ヶ淵を整備した
（図１）。「淵」とはダム湖のことである。千鳥ヶ
淵は、坂下門付近で日比谷入江に流入してい
た旧・千鳥ヶ淵川の谷を旧・東京国立近代美
術館工芸館の前で堰き止めて造られた。牛ヶ
淵は武蔵野台地の東縁部の崖下からの湧水を
貯水したもので、今もダムの痕跡として下流
側の清水濠との高低差が見られる。城の南側
には小河川を堰き止めた溜池も造られた。
　同じ文禄元年には、本丸と旧・千鳥ヶ淵川
で隔てられていた西

にしのまる

丸の工事（現・皇居宮殿
の場所）も行われた（写真１）。また、武蔵野
に続く城の西方を固めるため、現在の番

ばん

町
ちょう

や
麹
こうじ

町
まち

に多くの旗本を住まわせた。台地上では
汐気の入らない良質な井戸水が得られたから
でもあった。この時期の家康は城の整備には
消極的で、必要最小限に留めている。「せめて
玄関回りだけでも整えましょう」という側近

の本多正信の進言も退けた。天下取りを前に
大坂や伏見などに詰めきりだったほかに、秀
吉から謀反を疑われないよう警戒していた。
　平川の付替では、日比谷入江に注ぐ平川の
河口を江戸前島の東側のつけ根部分に移した
（図１）。これは江戸前島のつけ根を横断する
道三堀の開削とセットになっており、入江に
流入する流れは減少し、埋め立てる準備にも
なった。同時に現・隅田川の対岸に小

お

名
な

木
ぎ

川
と新川の運河を作り、戦略物資であった塩の
産地・行徳と江戸城を水運で直結させた。

 
 
江戸のメインストリートが
直線でないわけ

　関ケ原の合戦に勝利した家康は、慶長8年
（１６０３）に征夷大将軍となり、翌年から
諸大名を江戸や大坂などの直轄地の城や市街
地の整備に動員し始めた。これが「天下普請」
で、大名の負担で実施された。それ以後、江
戸では天下普請が本格化し、日比谷入江も埋
め立てられた。日本橋が架橋されたのも慶長
8年で、江戸初期の史料『慶長見聞集』では、
この年を「江戸の町割の始め」としている。
「町割」とは道路や市街の配置のことである。
　東京のメインストリート・中央通りは、こ

図１　家康の江戸入府直後の工事
出典：鈴木理生（2000）、鈴木浩三（2022）

写真１　�東京ミッドタウン日比谷から見た本丸と西
にしのまる

丸
富士見櫓①と富士見多門②の建つ本丸の台地と、皇居宮殿や宮内
庁③の建つ西丸の台地は、武道館④の南・西側から日比谷入江（写
真手前の皇居外苑もその一部）に流れ込んでいた旧・千鳥ヶ淵川
（現在の蓮池濠など）によって隔てられていた。

④ ③ ② ①
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水団連　第155号

の時に確定し、江戸時代は通
とおり

町
ちょう

筋と呼ばれた。
万世橋（筋違橋）～日本橋、日本橋～京橋、
京橋～新橋はそれぞれ直線だが、日本橋と京
橋で屈曲している。その理由は、自然流下に
よって上水を供給し、下水を排水するために、
江戸前島の尾根筋に通町筋を設定して、僅か
な土地の高低差を利用したからである（図２）。
　日本橋～京橋、京橋～新橋の場合、京橋で
通町筋が屈曲するのは、尾根筋がここで曲
がっているためである。そこでは通町筋の両
側に向かって排水を流すことができた。上水
の樋

ひ

線
せん

（現在の配水管に相当）も、通町筋に
敷設された幹線から左右に配水されていた。

 
地形を活かして造られた江戸

　ビルが立ち並ぶ現在の東京で、それらを写
真などで紹介するのは容易でないが、地形を
活かした「江戸づくり」を実感できる場所も
ある。天下普請で慶長16年（１６１１）に造
られた桜田濠は、現・千代田区三宅坂付近か

ら日比谷入江に流れる小河川を堰き止め、樹
状谷の底部を掘り下げて造られた（写真２）。
同じく寛永12年（１６３５）から造られた市ヶ
谷濠や牛込濠、飯田濠も、平川水系（現・神
田川水系）の支流の現・防衛省南側の谷筋を
活かしている（写真３）。このように、上水
だけでなく城郭や道路、濠や水路など、谷や
尾根などの地形を十二分に活かしながら、江
戸の整備が進められてきたのである。
　天気に恵まれれば、そうした場所を巡るの
もお薦めだ。

参考文献
鈴木浩三『江戸の都市力』ちくま新書，2016年.
鈴木浩三『地形で見る江戸・東京発展史』ちくま新書，2022年.
鈴木理生『江戸はこうして造られた』ちくま学芸文庫，2000年.

写真２　半蔵門の眼下に広がる桜田濠
写真右側の内堀通りは、濠に沿って長い下り坂になっている。濠
の法面の手入れが行き届いているため、谷地を利用して濠が造ら
れたことが実感できる。

写真３　�JR飯田橋駅「史跡眺望テラス」から見る牛込濠
と牛込見附跡

旧・平川（神田川）の谷地を活かして市ヶ谷濠や牛込濠などが造
られ、江戸城外郭が確定した。明治になると甲武鉄道（現・JR
中央線）の線路も敷かれた。牛込見附の城門は、江戸城・田安門
から神楽坂を通り中山道の板橋宿に向かうルートに置かれていた。図２　通町筋の屈曲と下水の排水

出典：鈴木浩三（2022）
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キラリと光る！ 躍動する水団連会員

各地で活躍される水団連会員２社にスポットライトをあて、歴史、沿革、企業理念、
主要な製品・技術などを紹介します。

シリーズ

キラリと光る！ 躍動する水団連会員

株式会社光明製作所
＝大阪府和泉市＝

○�鋳造技術をはじめとした一貫生産体制で、
給水装置業界を牽引
　1947年に大阪市で鋳物工場として操業を開
始した光明製作所は、給水装置を一貫生産す
る。同社は創業以来、各水道事業体のニーズ
に応じた止水栓をはじめ、継手、逆止弁等の
製品を製造販売してきた。2004年に仮設配管
レンタル事業の大幅な生産能力向上のため、
大阪府和泉市に本格的な工場を新設。現在で
は本社機能も同市に移転し実験施設までも整
備する水道用資材メーカーとして、全国の水
道事業体へと販路を広げている。今回は昨年
創立75周年を迎えた同社三代目の金村哲志社
長を当連合会の宮﨑専務理事が訪問した。

○�CO₂削減が新たなビジネスに
　光明製作所の工場でまず目に留まるのが、
整然と並べられた再利用される配管である。
同社は環境マネジメントシステム・ISO14001

を認証取得したことをきっかけに環境負荷の
低減・リサイクルを推進するため、リユース
できる仮設配管材料の提供を行っている。こ
の仮設配管資材レンタルシステム「リユーズ
システム」により廃材の廃棄処分方法及び公
害問題、コストダウン等が図れたと金村社長
は言う。また、水質の安全性を確保するため
の洗浄・殺菌システムや品質検査システムを
同社で確保することで、全国の水道事業体に
広く採用されている。また、大阪府の外郭機
関へ調査を依頼しリユーズ事業がもたらす
CO₂排出削減貢献度を数値化することで、よ
り具体的な環境負荷低減を目指している。国
土交通省の新技術情報提供システム
（NETIS）にも環境にやさしい製品として登
録され、数値化された確かな環境負荷低減率
とともに「リユーズシステム」の展開を行っ
ている。

金村社長（右）と宮﨑専務理事（左）

リユーズシステムの仕組みを説明

第 9 回
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株式会社光明製作所
明和工業株式会社

明和工業株式会社
＝新潟県新潟市＝

◇ものづくりの可能性を広げる
　明和工業は昭和44年の創業以来、一貫して
水道関連事業に携わり、上水道施設の建設、
水管橋等の金属製品の製造、水道本管仮設資

材のレンタル、災害関連製品の備蓄・提供や
環境水質分析などで日本全国へ事業を展開し
ている。また、国内初の民営水道事業となる
新潟東港水道事業運営にも携わるなど、幅広
い事業を手掛けている。
　新潟市にある同社の関根聡史社長のもと
へ、当連合会の宮﨑専務理事が訪問し、同社
の経営や事業内容、今後の展望などを伺った。

◇更なる発展のために、足元を固める
　社長に就任したのは令和２年。就任後の取
組として、製品の品質やコストから普段の業関根聡史社長

○�現場のニーズをかたちに
　同社の工場内には実験施設や研究棟が併設
されており、ここから得られるデータが製品
開発や顧客から信頼される製品の裏付けと
なっている。研究棟では透明配管内で、実際
に逆流やウォーターハンマーを起こしその原
理を見ることもでき、多くの水道関係者が見
学に訪れる。「中には当社独自で開発した実
験装置も多数あり、外部機関の依頼により性
能試験の委託を請け負うこともあります。こ
れら実験・分析装置により水の品質・安全を
守っています。」と金村社長はライフライン
を担うメーカーとしての矜持を語る。今後広
く求められる耐震型給水システムの開発を官
民連携し進めている。

○�100年企業を目指して
　「給水人口や給水量の減少、さらに水道事

業体の職員数の減少や技術者不足など、今後
水道事業を取り巻く環境はさらに厳しいもの
となってきます。そういった大きな課題を乗
り越えるためにもスマート水道メーターだけ
でなく給水装置にもIoTの仕組みを取り入れ
ていくことで、人材不足を解消し水道業界に
貢献できればと考えております。経営理念で
もある「我々の勤労で豊かな生活を」築くた
めにも組織力を高め、100年企業へと挑戦し
ていきます。」と力強く締めくくっていただ
いた。

自律した組織づくりを目指す金村社長

第 10 回
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キラリと光る！ 躍動する水団連会員

務環境まで見直しをしているという。以前か
ら工場に入り自らの目や耳で確認することは
習慣となっていて「足元をしっかりと固めた
上で、次の段階に挑むことが会社の発展のた
めに重要だと考えています」。様々な企業経
営を見て打ち出した方針だ。
　人材育成にも力を入れている。「私が引退
するまでに将来の経営陣を育てねばなりませ
ん。最近では『自分が引退する頃の30代が役
員候補、40代前後を社長候補とする』と伝え
ています」。他にも外部企業とタイアップし
て研修プログラムを組むなど精力的に取り組
んでいるそうだ。

◇�学生たちが配管作業に参加！�復興に貢献する
　主力製品は仮設配管レンタルシステムの
「REPCS（レピックス）」。多種多様な配管を
レンタルできる本製品は、本社所在地の新潟
では寒波による漏水や断水の対応に重宝さ
れ、西日本豪雨の際も活躍したという。リサ
イクル・リユースによりSDGｓにも貢献して
いる。
　関根社長に製品について印象深い出来事を
伺うと、平成28年
の熊本地震にて、
ステンレス配管シ
ステム「グロー
ジョイントシステ
ム」が性能を発揮
したエピソードを
語って頂いた。生
活用水を迅速に確
保するために、被
災地の中学生以上
の子供たちが仮設

作業を手伝ったという。「当社のステンレス
配管に用いられているグロージョイントは挿
して回すだけなので、専門知識が無くても施
工できます。避難所の学校にいた中高生たち
も、社員の指導のもと作業を実施しました。
復旧の戦力として立派に活躍してもらいまし
た」。

◇�祖業からの使命を大切にし、無限の可能性
に挑戦する
　今後について伺うと、同社は機械設備の施
工・メンテナンス、電気設備の設計・製作な
ど事業の幅を更に広げており、最近は自家消
費型太陽光発電システムの販売も始めたとい
う。「一滴の水は捉え方によって無限の可能
性を秘めています。当社もメーカーとして、
ものづくりの可能性を派生させ、従来のビジ
ネスに無い分野の開拓を進めています」。
　現状の事業で成果を上げながら、新たな軸
となる人材育成や新規事業を進める明和工
業。最後に全国の事業体へのメッセージを関
根社長に伺った。「当社は『水の未来を拓く』、
『お客様の声を形にする』という祖業からの
２つの使命を大切にしながら、事業の新たな
方向性を日々模索しています。事業体の皆様
には、水管橋や配管レンタルはもちろん、他
の分野でも遠慮なくご相談下さい」。

関根社長（右）と宮﨑専務理事

熊本地震の際に活用された
仮設配管
シンプルな施工方法で素早
い対応につながった
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2023年度「ミス日本『水の天使』」に 
竹田聖彩さん

　水団連が協賛する2023年度ミス日本グランプリ
決定コンテストは令和５年１月23日、東京・新宿の
京王プラザホテルで開催され、最終選考に残った
11人の中から、ミス日本グランプリ、水の天使、み
どりの大使、海の日、ミス着物、準ミス日本、和田
静郞特別顕彰ミス日本が選ばれました。水団連か
らは、審査員として串田副会長が審査に参加しまし
た。水に関連が深い、ミス日本「水の天使」には、
愛知県出身で名古屋大学医学部２年の竹田　聖彩
さん（たけだ・せいあ 20歳）が選ばれました。

自由民主党水道事業促進議員連盟第19回総会に出席
　２月15日に自由民主党水道事業促進議員連盟第
19回総会が開催され、水団連からは、宮﨑正信専
務理事が出席し、「水道行政の移管、激甚災害と水
道復旧等について」、「経済安全保障推進法におけ
る水道事業の位置付けについて」が議論されました。

予算要望活動を実施
　３月８日に、正副会長による令和６年度政府予算
に対する要望活動を実施し、厚生労働省、国土交
通省、総務省、経済産業省に要望書を手渡しました。

会議等開催状況

第159回機関誌編集小委員会　5.2.7
　春季号（155号）編集方針
第68回企画委員会　5.2.16
　１．令和５年度事業計画（案）
　２． 令和６年度政府予算について　水道産業界

の要望（案）
第80回予算委員会　5.2.21
　令和５年度予算（案）
第84回団体連絡会議　5.3.3
　１．令和５年度事業計画（案）
　２．令和５年度予算（案）
第173回理事会　5.3.8
　議案１．令和５年度事業計画（案）
　議案２．令和５年度予算（案）
　議案３． 役員（理事・監事）及び常設委員会委

員の改選（案）
　報告　職務執行状況報告
第220回資格審査委員会　5.2.15
　入会案件（４社）
第171回広報宣伝委員会　5.3.15
　東京水道展について
第14回技術情報委員会　5.3.28
　 講習会・研修会等の実施状況と今後の計画につ

いて
第91回海外委員会　5.3.28
　第29回ISO/TC224上水道国内対策委員会報告

講演会

令和５年度上・工・下水道関係政府予算（案）を
聞く会　5.3.1
　「水道関係予算案について」
　　厚生労働省医薬・生活衛生局水道課課長補佐
 友永　　悟氏
　「工業用水関連予算案について」
　　 経済産業省経済産業政策局地域経済産業グ

ループ地域産業基盤整備課
 課長補佐　下舘　拓章氏

■ 水 ■ 団 ■ 連 ■ だ ■ よ ■ り ■
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　「下水道関係予算等について」
　　 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水

道事業課企画専門官 若公　崇敏氏

会員の現在数（令和５年４月１日現在）

　団体会員　 34
　会社会員　213 
　合　　計　247

新規入会会員（令和５年４月１日）

ジャパン・トゥエンティワン株式会社
　所 在 地　　 愛知県豊橋市多米東町2-5-12
　代 表 者　　 代表取締役社長　岸本　賢和氏
　ホームページ　　https://www.japan21.co.jp/
　業務内容　　 漏水探知技術の提供及びサポート

株式会社　大和鉄工所
　所 在 地　　大阪府東大阪市荒本新町７番13号
　代 表 者　　代表取締役　人見　宏宗氏
　ホームページ　　http://www.daiwa-ir.jp/
　業務内容　　 水道、工業、農業用特殊弁機器の

製造販売

メタウォーターサービス株式会社
　所 在 地　　 東京都千代田区神田須田町１丁目

25番
　代 表 者　　代表取締役社長　石川　俊之氏
　ホームページ　　 http://www.metawaterservice.

co.jp/
　業務内容　　 浄水場、下水処理場の運転管理・

定補修業種

株式会社　日立プラントサービス
　所 在 地　　 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号

サンシャイン60 38F
　代 表 者　　 取締役水処理事業部長　 

吉田　伴博氏
　ホームページ　　 https://www.hitachi-hps.co.jp/
　業務内容　　 水処理装置並びに諸機器の設計・

製造・販売及び工事並びに保守

会員名変更（令和５年４月１日）

シーカ・ジャパン株式会社　
　旧会社名　株式会社ダイフレックス

月島アクアソリューション株式会社　
　旧会社名　月島機械株式会社

退　会　（１社）
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水団連　第155号

編 集 後 記

機関誌  水　団　連

　世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染
症について、我が国では３月にマスク着用につ
いて見直されたことに続き、５月の大型連休明
けには季節性インフルエンザと同等の５類に指
定される予定です。
　この５類指定を経て、産学官で長らく実施し
てきた各種制限も見直されることと思います。
当連合会としても、会員を始めとした業界関係
者の皆様が対面でコミュニケーションできるよ
う尽力するとともに、WEB会議などのコロナ
対策で培われたノウハウや教訓を活かし、コロ
ナ前よりも更に運営を発展させていきたいと考
えています。
　さて、『巻頭言』では全国上下水道コンサル
タント協会・間山一典会長にご執筆いただきま
した。来年度に迫る水道行政移管について、新
たなシナジーを生み出す機会と前向きに捉える
姿勢はコンサルタントに限らず見習うべきとこ
ろがあるといえるでしょう。
　『トピックス』では厚生労働省水道課に水道
施設台帳の作成状況について、国土交通省下水
道部に下水汚泥資源の肥料利用の拡大につい
て、それぞれ現状をご執筆頂きました。『情報

ファイル』はインフラメンテナンス大賞とカー
ボンニュートラル地域モデル処理場計画につい
て、各事業体の挑戦を取り上げています。『水
を支えた施設を訪ねて』では日本三大清流の一
つである柿田川湧水群・泉水源地について、静
岡県沼津市に紹介頂きました。
　そして今号より、新企画として東京都水道局
中央支所長の鈴木浩三氏による『江戸・東京水
物語』がスタートします。経済史家としても活
躍し、多くの著書を出版している鈴木氏に、江
戸における水量の確保と地形を利用したインフ
ラ管理についてご執筆頂きます。第一回は徳川
家康による「水道づくり」のエピソードが掲載
されています。幕府を開く前の江戸の水事情や、
東京のメインストリートの屈曲は上下水道に由
来するなど、興味深い内容となったのではない
でしょうか。ぜひご一読下さい。
　今年度より機関紙の編集協力について、日本
水道新聞社から水道産業新聞社へとバトンタッ
チしました。新たな体制で皆様に届ける機関誌
「水団連」を、引き続き宜しくお願い申し上げ
ます。
� （専務理事　宮﨑　正信）

　　　　No.155（春季号）
　　　　令和５年４月30日発行
発行所　一般社団法人　日本水道工業団体連合会
編　集　一般社団法人　日本水道工業団体連合会
　　　　広報宣伝委員会・機関誌編集小委員会
協　力　株式会社　水道産業新聞社

　　　〒102-0074　東京都千代田区九段南四丁目８番９号
　　　　　　　　　��（日本水道会館　３階）
　　　　電　話　03（3264）1654（代）　FAX　03（3239）6369
　　　　URL　https://www.suidanren.or.jp

機関誌編集委員
委員長	 佐久間　郁	夫
	 （JFEエンジニアリング㈱）
委　員	 澤	井　	隆	之
	 （㈱ＮＪＳ）
　〃　	 井	出　　		淳
	 （㈱荏原製作所）
　〃	 與	語　	雅	彦
	 （㈱クボタ）
　〃　	 舘	　　	隆	広
	 （㈱日立製作所）
　〃　	 竹	中　	史	朗
	 （日之出水道機器㈱）
　〃　	 中	藤　	康	拓
	 （前澤工業㈱）
　〃　	 江	原　	伸	行
	 （㈱森田鉄工所）
　〃　	 磯	部　	光	徳
	 （㈱日本水道新聞社）

（敬称略）
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いつまでも安心な水のある生活を
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東京都千代田区岩本町2丁目6番9号
佐藤産業ビル4階 〒101-0032
TEL.（03）5825ー9455 FAX.（03）5825ー9456

補強体
（ガラスマット：配向性ガラス繊維）

円筒補強織物
（ポリエステル繊維）

既設管
硬化性樹脂

ベースホース
（円筒補強織物：ポリエステル繊維）

ベースホース
（被覆材：オレフィン系樹脂）

パルくん

テムちゃん

http://www.paltem.jp/

上水道管路の耐震化と
更新を一度に！

パイプの中で

パルテムHL工法

「パイプ」を形成

残存強度の期待が出来ない既設管路に適用
1

2

3

4

5

これで地震も
大丈夫だね♡

一体構造管路の考え
に基づき耐震設計が
可能なんだって！

長期耐久性材料による既設管路の
更生管の強度特性、変位特性による
ロングスパン施工最大
省スペース立坑2箇所で　　　　　　 　が可能
もちろん、赤水、漏水の防止にも

更新

OK
短時間施工

耐震化
200m

特  長

Pipeline Automatic Lining sysTEM
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アクアフリード(二酸化炭素ガス洗浄工法)

液化二酸化炭素による洗浄で、従来工法では解決しなかった目詰りの解消に大きな効果を発揮します

アクアガード(二酸化炭素ガス注入による揚水能力維持工法)

定期的に二酸化炭素を注入することで、目詰りを防止します。

本社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 199 番地 3 

  T E L：048-637-7195（さく井本部直通） F A X：048-644-3958 

  U R L：https://www.nissaku.co.jp/   E-mail：sakusei@nissaku.co.jp

抜管用スピア

抜管用スピア固定状況 液化二酸化炭素注入状況

●洗浄後の比湧出量の平均増加率（洗浄前との比較）

約 2.2 倍（94 件平均）

 10 倍以上に比湧出量が増加した事例もあります 

【大きく比湧出量が増加する理由】 

1． 液化二酸化炭素は気化する時に体積が 570 倍に増

加し、細かな無数の気泡が破裂します 

2． この時のエネルギーで、目詰りの原因となる物質を剥

離しやすくします 

3． 液化二酸化炭素は、スクリーン開口部を通り井戸の外

側（充填砂利、地層）に圧入されることで、井戸の外側

の目詰りも解消します 

4． 94 件のうち 38 件は、二重ケーシングを実施した井戸

です 

●揚水能力の低下を防止する工法です

・揚水機とともに、二酸化炭素注入用のインジェクションパイ

プを井内に常設し、揚水機を引き揚げることなく二酸化炭素

を注入できます 

・定期的（少なくとも年 1回）にアクアフリード®よりも少量の

二酸化炭素を注入し、井戸の内外を洗浄します 

・大規模洗浄後および新規完成時から採用頂けば、その時の能

力が維持されます 

・井戸の能力を維持できるので、計画的に年間の維持管理費用

を予算化できます 

アクアガードの井内設置状況
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石 垣 メ ン テ ナ ン ス 株 式 会 社

株式会社ウォーターエージェンシー

クボタ環境エンジニアリング株式会社

三 機 環 境 サ ー ビ ス 株 式 会 社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

神 鋼 環 境 メ ン テ ナ ン ス 株 式 会 社

株 式 会 社 水 機 テ ク ノ ス

水 i n g A M 株 式 会 社

住友重機械エンバイロメント株式会社

月島テクノメンテサービス株式会社

東芝インフラシステムズ株式会社

株 式 会 社 日 立 プ ラ ン ト サ ー ビ ス

株 式 会 社 フ ソ ウ

株 式 会 社 フ ソ ウ メ ン テ ッ ク

株式会社前澤エンジニアリングサービス

明電ファシリティサービス株式会社

メタウォーターサービス株式会社

会 長 飯嶋 宣雄

代表理事 中河 浩一

経技術力と 験を活かし、
安心・安全な水を提供する

一般社団法人 日本水道運営管理協会
Jap a n W a t e r W o r k s O p e r a t i o n a n d M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n
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SDF工法口径600mmまで施工が可能になりました！



youtube多久製作所

youtube 株式会社多久製作所
TAKチャンネルで詳細動画公開中！
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	003-巻頭言
	004-007トピックス1
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